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はじめに 

 

福祉医療費助成制度に関する研究会では、平成２２年の大阪府財政構造改革プラン（案）

を受けて、持続可能な制度の構築に向けた福祉医療費助成制度のあり方を検討してきたが、

ベースとなる安定した国の医療保険制度や公費負担医療制度等のあり方の見通しが立たず、

平成２５年度を目途とした抜本的な見直しは一旦見合わせている。 

一方、都道府県における乳幼児医療費助成制度の通院の助成対象年齢を比較した場合、３

歳未満に留まっているのは、大阪府を含む３府県のみとなっており、府内市町村が実施する

助成対象年齢との差が広がっている。 

また、乳幼児医療費助成制度には、他の福祉３医療とは異なり、医療のセーフティネット

の観点と子育て支援の観点が含まれており、関係各方面から子育て支援としての対象年齢引

き上げ要望が強くなっている。 

こうした状況の中、平成２６年２月府議会の知事答弁を受けて、子ども・子育て支援新制

度、大阪府子ども総合計画（仮称）の実施に合わせて、市町村支援方策を検討することとし

た。 

検討にあたっては、本研究会としてのこれまでの整理を踏まえ、医療のセーフティネット

としての乳幼児医療のあり方及び子育て支援についての府から市町村への支援のあり方に

ついて考え方を整理した。 

 

この度、本研究会として、平成２７年度に向けた「乳幼児医療費助成を含めた子育て支援

施策の充実につながる市町村支援のあり方」について、以下のとおり、いくつかの考えうる

選択肢を提案する中間取りまとめを行うこととした。 

 

 

１ 乳幼児医療費助成制度の経緯 

 

大阪府における乳幼児医療費助成制度は、大阪府衛生対策審議会における「重症児の入院

医療の確保について、さらなる改善が必要である」という意見を踏まえて検討され、入院の

医療費の一部を助成することにより、乳幼児を抱える家庭の精神的、経済的な負担の軽減及

び医療の確保を行うことにより、疾病の治療を促進し、乳幼児の健全な育成を図ることを目

的に、平成５年１０月から大阪府と市町村の共同事業として創設された。 

平成５年当時、既に府内の多くの市町村において、府制度より先行して助成を実施してお

り、通院医療費についても助成するなど、制度の拡充がなされていた経緯もあることから、

これを受けて、府においては平成１３年に通院医療費に対しても市町村補助を開始し、段階

的に拡充してきた。 

平成１６年１１月には、福祉医療費助成制度の再構築として、通院医療費助成の対象者を

１歳引き上げ、３歳未満児にまで拡充するとともに、医療機関ごとに１日５００円（月２日

限度）の一部自己負担を導入する制度改正を行った。 

平成１８年７月には、さらに自己負担の軽減を図るため、月額負担上限額（２,５００円）

を設定し、現在に至っている。  
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＜大阪府乳幼児医療費助成事業の変遷＞ 

 

平成５年１０月 「大阪府市町村乳幼児入院医療費助成事業」制度創設 

          対象：小学校就学前児童の入院医療費 

 

平成８年４月 「大阪府市町村乳幼児入院時食事療養費助成事業」制度創設 

           (平成６～７年度は大阪府福祉基金事業として助成) 

          対象：小学校就学前児童の入院時食事療養費 

 

平成１３年 ４月 「大阪府市町村乳幼児医療費助成事業」に制度改正 

          対象：０歳児の通院医療費を助成対象に追加 

 

平成１４年４月 「大阪府市町村乳幼児医療費助成事業」制度改正 

          対象：通院医療費の助成対象を 1歳児まで拡大 

 

平成１６年１１月 「大阪府市町村乳幼児医療費助成事業」制度改正 

          対象：通院医療費の助成対象を２歳児まで拡大 

              一部自己負担金の導入 

（1医療機関あたり入通院各５００円／日(月２日限度)） 

  

  平成１８年 ７月 月額負担上限額設定（月２,５００円まで） 
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２ これまでの検討経過 

 

（１）平成２２年度アンケート調査結果等 

 

本研究会において乳幼児医療費助成制度を検討するにあたり、平成２２年度に府内市町

村及び都道府県にアンケートを実施しており、その調査結果から見えてきた助成対象年齢

等の設定の考え方として、次の項目を整理している。 

・３～５歳では、「受診機会を確保」し、「健全育成、健康保持」に資する観点が強く反映

しており、また、小学校就学後は「子育て支援の環境整備」の色合いが強くなっている。 

・「小学校就学前」については、双方の考え方が混在している実態がある。 

・小学校就学前・後が、「福祉的配慮」「子育て支援」の分岐点となっている傾向にある。 

・所得制限については、子育て支援の観点から制限を設けないとする考え方と、福祉的観

点から対象者を限定する考え方がある。 

 

 府内市町村や都道府県において、子育て支援の観点から対象年齢を拡充している傾向に

あるが、助成対象を就学前としているところは、どちらかといえば、福祉的配慮として実

施している状況がうかがえる。 

 

 また、併せて、府内の国民健康保険加入者のデータを元に、乳幼児等における受療動向

調査を実施している。この受療動向調査の結果を見ると、０歳が突出して総医療費が高く、

概ね年齢を経るごとに減少する傾向にあり、５、６歳を境にさらに減少しており、自己負

担額を見てもほぼ同様の傾向にあった。 

 

 

（２）平成２２年度研究総括 

 

平成２２年度には、上記の乳幼児医療費助成制度に関するアンケート調査結果等を踏ま

え、研究総括として次のように整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○『医療のセーフティネットの観点から真に必要な方に対するサービスとして制度設

計されるべき部分（福祉的配慮を要する部分）』については、限られた財源の中にあ

っても維持継続していく必要があり、管内市町村共通の制度として府が基準設定、

『子育て支援として制度設計されるべき部分（子育て支援のための環境整備部分）』

については、地域のサービス向上の一環として実施される側面もあることを踏まえ

て、各市町村が独自の判断として制度設計 

 

○なお、各市町村が独自の判断として制度設計する部分においても、府として支援す

べきか否か、別途検討がなされるべき。 



                                   

4 

 

３ 取り巻く現状 

 

（１）府内市町村の状況 

 

昭和４８年から、府内の一部市において助成を開始した乳幼児医療費助成は、現在では、

少子化及び子育て支援の観点から、すべての市町村において、入院、通院ともに府の補助

基準以上に助成対象年齢を引き上げており、所得制限についても撤廃しているところが多

い。 

対象年齢については、今年度内にもさらなる引き上げを予定している市町村がある。 

 

＜府内市町村における乳幼児医療費助成対象年齢等一覧表＞ 

（平成２６年度末見込、カッコ内は平成２６年４月現在）                          

年齢 通院 入院 
入院通院とも 

同じ年齢 

小学校就学前 ８（２１） －（－） － 

小学校１年生 １（１） －（－） － 

小学校２年生 －（１） －（－） － 

小学校３年生 ９（４） １（１） １（１） 

小学校卒業 １１（６） １０（１３） ４（３） 

中学校卒業 １４（１０） ３２（２９） １４（１０） 

所得制限なし 

（一部含む） 
３８ 

 

 

（２）都道府県の状況 

 

都道府県においては、通院、入院における助成対象年齢は、いずれも小学校就学前まで

が平均的であり、対象年齢を入通院で統一されているところも多い。 

通院の対象年齢だけを比較した場合、３歳未満に留まっているのは、大阪府を含む３府

県のみとなっている。 

所得制限については、児童扶養手当基準、老齢福祉年金基準、児童手当基準などをもと

に、都道府県が独自に基準を設定されているが、３０府県が所得制限を設けており、旧児

童手当基準や旧児童手当特例給付基準については、複数府県が採用している。一方、所得

制限を撤廃しているところも１７府県ある。 

児童扶養手当基準を採用しているところは医療のセーフティネットの観点から、また、

対象年齢の９０％をカバーする児童手当基準や所得制限を撤廃しているところは、子育て

支援の観点から設定されていると考えられる。 

なお、所得ではなく、自立支援医療の所得区分を準用して市町村民税納税額を基準とし

て採用しているところもある。 
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入院時食事療養費については、助成の対象としている都道府県は５府県と少なく、在宅

医療との公平性の観点から、平成２０年度に廃止した都道府県もあった。 

 

＜都道府県における乳幼児医療費助成対象年齢等一覧表（平成２６年４月現在）＞ 

年齢 通院 入院 
入院通院とも 

同じ年齢 

３歳未満 ３ － － 

４歳未満 ４ １ １ 

５歳未満 １ － － 

小学校就学前 ２５ ２２ １７ 

小学校３年生 ３ ３ ２ 

小学校卒業 ５ ８ ５ 

中学校卒業 ５ １２ ５ 

高校卒業 １ １ １ 

入院時食事療養費

助成あり 
５ 

 

＜都道府県における乳幼児医療費助成所得制限一覧表（平成２６年４月現在）＞ 

   所得制限   都道府県数 

市町村民税所得割 136,700円以下 3,420千円 １ 

児童扶養手当(平成 9年度時点。本人一部支給)に準拠          3,482千円 １ 

児童扶養手当(本人一部支給)に準拠＋800千円 3,860千円 １ 

老齢福祉年金一部支給停止に準拠(扶養義務者) 4,076千円 １ 

旧児童手当特例給付(平成 12年度時点)に準拠 4,750千円 １ 

市町村民税所得割税額 235千円 5,057千円 １ 

旧児童手当特例給付(平成 6年度時点)に準拠＋300千円 5,070千円 １ 

旧児童手当に準拠 5,740千円 ６ 

旧児童手当特例給付に準拠 6,460千円 ９ 

児童手当に準拠＋760千円(扶養親族数に関係なく固定) 6,980千円 １ 

児童手当に準拠 7,360千円 ７ 

なし  １７ 

＊ 上記記載の所得は、夫婦 2人と子ども 2人（扶養親族 3人）を想定した所得相当額。 

年金の加入種別によって異なる基準を適用している団体がある。 

 

＜都道府県基準と市町村基準の関係（平成２６年４月現在（北海道除く）＞ 

 都道府県と同基準 都道府県基準より拡充 

対象年齢 450／1,563（約 28.8％） 1,113／1,563（約 71.2％） 

所得制限 734／1,563（約 47.0％） 829／1,563（約 53.0％） 
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（３）乳幼児医療費助成実績調査結果 

 

平成２２年度に乳幼児における受療動向調査により、概ね年齢を経るごとに総医療費、

自己負担額ともに減少、５、６歳でさらに減少する傾向を把握していたが、今般、市町村

支援のあり方を検討するにあたり、あらためて府内市町村における乳幼児医療費助成の実

態を把握することとし、研究会メンバーを中心に平成２５年の医療費助成に係る実績調査

を行った。 

 その結果、総医療費、受診日数ともに、通院は５歳まで、入院は６歳までが高くなって

おり、通院・入院により受療の傾向は若干異なるものの、概ね６歳までに医療の需要が集

中している実態を把握した。 

 また、自己負担額は、６歳よりも７歳が高くなっているが、これは、医療保険の自己負

担割合が小学校就学前までは２割だが、小学校就学後は３割に引き上げられていることが

影響していると思われる。 

 

・調査対象市町村：平成２６年度研究会メンバー及び調査協力市町（５市町） 

・調査対象医療 ：年齢別の平成２５年１月～１２月の医療費 

 

＜参考：乳幼児医療費助成事業実施状況に関する調査結果より＞ 

①  一人１年あたりの総医療費（入通院合計） 
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② 一人１年あたりの総医療費（入院）   ③ 一人１年あたりの総医療費（通院） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 一人１年あたりの件数（入院）     ⑤ 一人１年あたりの件数（通院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 一人１年あたりの日数（入院）     ⑦ 一人１年あたりの日数（通院） 
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⑧一人１か月あたりの自己負担額（入院）  ⑨ 一人１か月あたりの自己負担額（通院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （＊ 自己負担額は、助成額＋一部自己負担額の合計） 

 

 

 

（４）入院時食事療養費助成制度 

 

現行の乳幼児医療では、入院時食事療養費の標準負担額について、その全額を助成して

いる。 

入院時食事療養費は、食事も医療の一環との考え方から入院中の食費の一部が医療保険

においてまかなわれているものであるが、都道府県の状況を見ても助成しているところは

大阪府を含めて５府県と少なく、国においては、難病などの公費負担医療制度において、

自己負担とする見直しを実施してきている。 

さらに、社会保障審議会医療保険部会では、医療費が増嵩する中、在宅医療との公平性

を確保する観点から入院時食事療養費の見直しが検討されているなど課題がある。 

入院時食事療養費に対する助成については、本研究会においてもそのあり方を検討する

必要がある、との意見がある一方、子育て支援の観点から、引き続き助成対象とすべきと

の意見もあった。 

今後の入院時食事療養費に対する助成については、医療保険制度の見直しを踏まえた考

え方の整理が必要となる。 
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４ 子育て支援施策の充実につながる市町村支援のイメージ 

 

（１）市町村の子育て支援施策に対する支援の状況 

 

   平成２６年度の大阪府福祉部当初予算における市町村の子育て支援施策に対する支援

の概況は次のとおりである。 

 

 【法定負担】約 63億円 

・保育所運営費負担金：市町村が支弁する民間保育所の運営費用のうち都道府県の法定負担

分を負担 

 

 【補助事業】約 219億円 

・保育所運営費補助事業：保育サービスの充実を図るため、休日保育事業等を実施する市町

村に対し必要な経費を助成 

 ・保育所等整備事業：待機児童解消のための民間保育所の創設・増築や老朽施設の改築によ

る環境整備のほか、平成 26年度は、小規模保育、認定こども園等の整備を行う市町

村に対し必要な経費を助成 

 ・子ども・子育て支援新制度の施行準備：子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構

築等を行う市町村に対し必要な経費を助成。さらに平成 26年度は、新制度における

幼保連携型認定こども園への円滑な移行のため、保育教諭確保のための資格取得支

援事業や認定こども園保育要領に関する研修事業を実施 

・保育緊急確保事業：子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、小規模保育運

営支援事業や幼稚園における長時間預かり保育支援事業など「待機児童解消加速化

プラン」を推進する事業や、新制度における地域子ども・子育て支援事業等を先行

的に実施する市町村に対し必要な経費を助成 

・放課後児童健全育成事業（学童保育）：保護者が就労等している小学校低学年等児童に対

し、適切な遊びや生活の場を提供する放課後児童健全育成事業（学童保育）を実施

する市町村に対し必要な経費を助成 

・放課後児童クラブ施設整備事業（学童保育）：学校余裕教室の改修や専用室の設置等、放

課後児童クラブ整備等を行う市町村に対し必要な経費を助成 

 

【府単独事業】約 64億円 

・地域福祉・子育て支援交付金：市町村が地域の実情に沿って「地域福祉」、「子育て」及び

「高齢」の各分野の事業を実施できるよう交付金を交付 

・地域福祉・子育て支援交付金「子育て支援分野特別枠」：「こども・未来プラン後期計画」

や「市町村次世代育成支援行動計画（後期計画）」の目標達成に向け、市町村の新

たな事業展開を支援するため、地域福祉・子育て支援交付金に別途、「子育て支援

分野特別枠」を設け市町村に交付 

・福祉医療費助成制度（乳幼児に関するもの）：乳幼児の医療費を助成する市町村を支援 

 



                                   

10 

 

（２）市町村の現状 

 

   乳幼児医療を含む子育て支援施策を実施する市町村への支援を検討するにあたって、ま

ずはその現状に関して、次のような意見があった。 

 

・平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度の詳細が判明しないと、現時点では市

町村独自の取組として何が必要か、またどのくらいの財源が活用可能か、判断が難し

い。 

   ・市町村の現場の感覚としては、医療費助成と新制度などの子育て支援を分けて考えて

いるわけではないので、市町村への支援に関しても一体のものとして考えるべきだ。 

   ・市町村が実施する子育て支援施策についても様々な課題があるが、なかでも一番重い

のは財源の確保だ。 

 

（３）検討の視点 

 

   このような市町村の現状を踏まえ、市町村支援のあり方を検討するにあっては、次のよ

うな観点から検討を行った。 

 

① 市町村における財源確保が最大の課題であることを踏まえ、「財政的な支援」とす

る。 

② その方法としては、補助金や交付金などが考えられるが、地方分権の考え方に沿っ

て、市町村の施策選択の自由度がより大きいものを選択する。 

なお、国制度の動向など不確実な要素も多いことに配慮する。 

③ 市町村において、医療費助成と他の子育て支援策が一体のものとして推進できるよ

う、その双方に活用できる仕組みを検討する。 

④ また、今回の府からの支援が、市町村の実施する医療費助成と他の子育て支援策に

関するサービスの水準向上につながる仕組みを検討する。 

 

（４）想定される枠組み 

 

  現行の乳幼児医療費助成に係る府の市町村支援の総額を拡充することを前提に、その全

体の使い方を想定されるいくつかの枠組みに分けて検討した。 

  検討にあたっては、前記の（３）②を中心にこれまでの研究会での整理を踏まえ、医療

費助成のうち、セーフティネットに関する部分は府、それ以上の子育て支援部分は市町村

とする役割分担の観点を加え検討した。 
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【パターンＡ】全体を補助金とするパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パターンＢ】全体を交付金とするパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パターンＣ】セーフティネット部分を補助金、子育て支援部分を交付金とするパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、パターンＣの場合については、セーフティネットに係る府の補助金額が現行の補

助金額を上回るよう制度設計してほしいとの意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

【メリット・デメリット】 

・使途は明快であるが、それぞれの市町村

の実情にあったメニューとはならない

可能性がある。 

・分権の考え方に逆行することが懸念され

る。 

・市町村と府の役割分担が不明確。 

【メリット・デメリット】 

・それぞれの市町村の実情にあった、子育

て支援のニーズに柔軟に対応が可能。 

・市町村と府の役割分担が不明確。 

【メリット・デメリット】 

・一定の自由度があり、それぞれの市町村

の実情に応じた柔軟な対応が可能。 

・市町村と府の役割分担が明確。 

補助金 

（セーフティネット＋

子育て支援） 

交付金 

（セーフティネット＋

子育て支援） 

交付金 

（子育て支援） 

医療費助成 

補助金 

補助金 

（セーフティネット） 

医療費助成 

補助金 

医療費助成 

補助金 
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５ 考えうる選択肢としての医療のセーフティネット（福祉的配慮を要する部分）の範囲 

 

乳幼児医療費助成が医療費の一部を助成することにより、乳幼児の健全な育成に寄与し、

もって児童福祉の向上を図ることを目的としていることを踏まえ、府として制度設計すべき

とした福祉的配慮を要する部分、すなわち医療のセーフティネットの範囲については、次の

視点から検討した。 

① 経済的理由で受診制限することのないよう自己負担を軽減する必要がある 

  ⇒ 対象者の範囲として所得制限のあり方を検討 

② 年齢に応じた医療ニーズへ対応する必要がある 

  ⇒ 対象者の範囲として対象年齢のあり方を検討 

③ 医療保険制度等との整合性を考慮する必要がある 

⇒ 対象者の範囲として対象年齢のあり方を検討 

 

（１）所得制限 

 

制度創設時の乳幼児医療費助成の所得制限は、子育て支援の観点から、児童手当基準を

採用し、対象者の８０％をカバーする設定となっていた。その後、児童手当基準が改正さ

れるに伴い、現在では対象者の約９０％をカバーしている。（現行所得基準は、平成２４

年度改正前の児童手当（特例給付）基準） 

 研究会として、医療のセーフティネットとして考えうる所得制限の基準として、次の４

点があげられた。 

 （各選択肢におけるモデルケースで所得を算定。ただし、収入への換算には、控除額等

は勘案していない） 

 

① 現行所得基準 

    夫婦と子ども２人の場合（扶養親族数３人） 

     所得  ６，４６０千円 

     収入 約８，６００千円 

  〔考え方〕従来どおり、子育て家庭を支援する児童手当（特例給付）基準（Ｈ24.4

改正前基準） 

  〔課 題〕児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資する

ことを目的とした子育て支援策であるため、医療のセーフティネットの観

点から見れば、他の医療費助成制度や公費負担医療制度と比べて、ハード

ルとして低い設定となっている。 

       子育て支援の観点も含まれており、医療のセーフティネットの観点からは、

公費負担医療制度に見られるような所得に応じたきめ細かな給付と負担

のあり方についての議論も必要となる。 

  〔増減影響〕なし 
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② 児童扶養手当法に規定する一部支給停止の基準（世帯基準） 

    夫婦と子ども２人の場合（扶養親族数３人） 

     所得  ３，０６０千円 

     収入 約４，５００千円 

  〔考え方〕児童扶養手当は、児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促

進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されており、

医療のセーフティネットとして経済的支援の性質が強い福祉医療費助成

制度の趣旨に合致する。 

       育成医療等の金銭給付目的の国制度等では、世帯等の単位で給付の制限等

を行っているものが多い。 

  〔課 題〕親も助成対象としているひとり親家庭医療と同じ基準とした場合の整合性 

  〔増減影響〕現行対象者の約５０％をカバー 

 

 

③ 医療保険制度における高額療養費制度の新所得区分のうち、一般区分の細分化により、

負担上限が引き下げられる基準（旧ただし書き所得２１０万円） 

    夫婦と子ども２人の場合（扶養親族数３人） 

     所得  ３，５７０千円 

     収入 約５，１４０千円 

  〔考え方〕医療保険制度における高額療養費制度において、一般所得区分（現行制度：

旧ただし書き所得６００万円まで）の幅が広いため、負担能力に応じた負

担となるよう細分化された。（平成２７年１月実施予定） 

       今般、自己負担限度額が引き下げられる層は、一般所得区分の中でも比較

的所得が低く配慮が必要な層といえ、医療のセーフティネットとして経済

的支援の性格が強い福祉医療費助成制度の趣旨に合致する。 

       なお、所得制限額は、児童手当基準と同様に、扶養親族数を加味して段階

的に設定する。 

  〔課 題〕将来的に高額療養費の所得区分が見直された場合の整合性 

  〔増減影響〕現行対象者の約６５％をカバー 

 

 

④ 子育て支援の観点から所得制限を撤廃 

〔考え方〕所得に関係なく、安心して医療を受けられるよう所得制限を設けない。 

  〔課 題〕他の医療費助成制度や公費負担医療制度と比べて、ハードルとして低い設

定となっている現行制度よりもさらにハードルが低くなる。 

       福祉的配慮という医療のセーフティネットというよりは、子育て支援の観

点からの所得制限撤廃であり、公費負担医療制度に見られるような所得に

応じたきめ細かな給付と負担のあり方についての議論も必要となる。 

  〔増減影響〕対象者が約１０％増 
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（２）対象年齢 

 

現行の府の補助基準である対象年齢は、通院が３歳未満、入院が小学校就学前となって

おり、研究会として、考えうる助成対象年齢として、次の３点があげられた。 

 

① 小学校就学前まで 

〔考え方〕入院・通院で傾向は異なるものの、医療の需要が集中する小学校就学前ま

では、医療のセーフティネットの観点に合致する。 

       現行の医療保険制度は、少子化対策の観点を踏まえ。医療の需要が高い小

学校就学前までが自己負担２割と低くなっている。 

       国の社会保障と税の一体改革において、乳幼児医療費助成は、小学校就学

前までが、「社会保障４分野」に該当するとされた。 

       他府県においては、小学校就学前までが平均的水準。 

  〔増減影響〕現行所得基準の場合、２６９，１００人の増 

  〔影響額〕約４９億円の増（府・市町村の助成額合計） 

 

② 小学校卒業まで 

〔考え方〕学齢期の区分としては、小学校就学前、小学校卒業、中学校卒業が一般的

な区分。 

     段階的に対象年齢を引き上げている府内市町村や他府県において、小学校

就学前から引き上げる次の段階として小学校卒業までが多い。 

  〔増減影響〕現行所得基準の場合、６８９，４００人の増 

  〔影響額〕約１４４億円の増（府・市町村の助成額合計） 

 

③ 中学校卒業まで 

〔考え方〕学校教育法において、義務教育は、中学校卒業の１５歳年度末までであり、

義務教育修了後は、ただちに就労し自ら生計を立てることを選択する者も

存在する。 

     １６歳（高校生）以上は、体力、体格的にも成人とほぼ変わらず、医療の

需要も減少すると考えられる。 

他府県の一部は、中学校卒業まで対象としている。 

  〔増減影響〕現行所得基準の場合、９１９，３００人の増 

  〔影響額〕約１９３．６億円の増（府・市町村の助成額合計） 

 

 

 

以上の考えうる選択肢としての「所得制限」及び「対象年齢」の組み合わせで対象者と

して考えられる基準は次ページのとおり。 
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＜考えうる選択肢の組み合わせと影響＞ 

 

  ＊ 現行の府補助基準上の助成対象者数      １９４,３００人 

  ＊ 上記対象者に係る平成２６年度当初予算額       ７６億円 

        （府・市町村合計額） 

 

対象年齢 所得制限 対象人数見込（人） 所要額見込（億円） 

小学校就学前 

まで 

現行所得基準 ４６３,４００ １２５．０ 

児童扶養手当基準 ２３１,７００ ６２．５ 

高額療養費一般低位基準 ３０１,２１０ ８１．３ 

所得制限なし ５０９,７４０ １３７．５ 

小学校卒業 

まで 

現行所得基準 ８８３,７００ ２２０．０ 

児童扶養手当基準 ４４１,８５０ １１０．０ 

高額療養費一般低位基準 ５７４,４０５ １４３．０ 

所得制限なし ９７２,０７０ ２４２．０ 

中学校卒業 

まで 

現行所得基準 １,１１３,６００ ２６９．６ 

児童扶養手当基準 ５５６,８００ １３４．８ 

高額療養費一般低位基準 ７２３,８４０ １７５．２ 

所得制限なし １,２２４,９６０ ２９６．６ 

 

 

 

  



                                   

16 

 

６ 交付金制度を活用した場合の市町村支援のイメージ 

   

前記「４ 子育て支援施策の充実につながる市町村支援のイメージ」で示した市町村支援

の枠組みのうち交付金制度を活用する場合、そのイメージが多義的であり、研究会として一

定のイメージを共有しておく必要があったことから、現在すでに制度化している地域福祉・

子育て支援交付金との比較や、制度設計上の視点として示した４（３）③の点も加え、交付

金制度を活用する場合のイメージを検討した。 

 

（１）地域福祉・子育て支援交付金との比較 

 

① 成果指標に応じた配分 

現在の地域福祉・子育て支援交付金は、平成２１年度から制度化したもので、それま

での補助金を、市町村の実情にあった自由度の高い制度とするため交付金化したもので

ある。 

このため、その配分は市町村の財政力や当該年度の事業規模をもとにしており、国庫

補助事業の市町村負担分への充当や、府単独事業に対する上乗せなど一部の適用除外の

ほかは、市町村の使途の自由度はかなり高い制度となっている。 

一方で、昨今の成果指向を反映し、今後の制度化にあたっては、成果の確認と実績に

基づいた配分も検討する必要がある。 

このため、新たに制度化を検討するにあたっては、例えば、市町村の取組（事業費）

と連動する成果指標を設定し、その達成状況に応じて配分する仕組みが考えられる。 

 

② 分野の設定や優先採択枠の設置 

  前記①に加え、新たな課題に対する子育て支援施策や少子化対策等を充実するうえで、

一定の支援分野の設定や、各分野での優先採択枠の設定等を通じて、成果指向に応えて

いくことなどが考えられる。 

 

（２）医療費助成への充当 

 

  制度設計上の視点として挙げたもう一つの点として、「市町村において、医療費助成と

他の子育て支援策が一体のものとして推進できるよう、その双方に活用できる仕組みを検

討する」ということがあった。つまり、新しい交付金制度の検討において、医療費助成も

対象とするかどうかという点である。 

  現行の地域福祉・子育て支援交付金制度では、先に挙げたように、府単独事業に対する

上乗せは対象から外れており、乳幼児医療費助成事業について、市町村が子育て支援の充

実として府の補助基準以上に医療費助成を拡充する（例えば対象年齢を引き上げる）場合

には、使えないことになっている。 

  そのため、現行交付金とは別に、新しく交付金制度を活用して市町村支援を行う場合は、

この部分にも門戸を開き、政令市・中核市も対象とした市町村の現場でのトータルな子育

て支援の取組を支援できるような制度設計が求められる。 
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（３）新しい子育て支援分野を対象とする交付金のイメージ 

 

  こうした点を踏まえた新しい子育て支援分野の交付金のイメージは次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ※ 「子育て支援分野」のイメージ 

      ・安心して子どもを産むことができる環境づくり 

      ・地域と一体となった子育てしやすい環境づくり 

      ・支援が必要な子どもや家庭に必要なサービスが行き届く体制づくり など 

 

   ※ 「優先採択枠」のイメージ 

      ・安心して妊娠・出産できる仕組みの充実 

      ・就学前の子育て支援の充実 

      ・障がいのある子どもへの支援の充実 など 

 

 

 

 

 

  

成果割 

や 

均等割 

など 

市町村の取組（事業費）と連動する成果指標を設定し、その達成

状況に応じ配分 

 

○子育て支援分野の設定や優先採択枠等の設置 

○医療費助成に充当 

                     などを要検討 

市町村に均等に配分 

○人口規模、子どもの数、事業費などに応じた補正 

○医療費助成に充当 

                     などを要検討 
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おわりに 

 

はじめにも述べたが、今般の中間とりまとめは、本研究会で、「乳幼児医療費助成を含む

市町村支援のあり方」について、いくつかの考えうる選択肢としてとりまとめたものである。 

 

市町村への支援のあり方を検討するにあたっては、平成２７年度からの子ども・子育て支

援新制度の詳細が判明していない中で、市町村独自の取組や財源の活用などの判断が難しい

という意見もあったが、乳幼児医療を他の子育て支援策と一体の子育て支援策として実施す

る市町村への支援として、現行の乳幼児医療費助成に係る府の市町村支援の総額を拡充する

ことを前提に、その全体の使い方を想定されるいくつかの枠組みに分けて検討してきた。 

その中では、乳幼児医療を子育て支援策として、府に先行して独自に制度を拡充してきた

市町村に対する支援も可能となるような制度設計を求める意見などもあった。 

 

「平成２７年度に向けた子育て支援施策の充実につながる市町村支援のあり方」について

は、本研究会の中間とりまとめを踏まえて、今後、大阪府及び市長会、町村長会との協議等

でご判断いただきたいと考えている。 

 

なお、乳幼児医療を除く障がい者医療等３医療のあり方及び福祉医療費助成全体に関わる

給付と負担のあり方については、現在、国において検討されている公費負担医療制度等を見

極めつつ、これまでの本研究会における検討結果を踏まえ、引き続き、持続可能な制度の構

築に向けて検討することとする。 

 

 

 

 


